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はじめに 

 

i-Construction は、情報通信技術の適用により高効率・高精度な施工を実現するもので

あり、工事施工中においては、施工管理データの連続的な取得を可能とするものである。そ

のため、施工管理においては従来よりも多くの点で品質管理が可能となり、これまで以上の

品質確保が期待される。 

施工者においては、実施する施工管理にあっては、施工管理データの取得によりトレーサ

ビリティが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類の作成に係る負

荷の軽減等が可能となる。また、発注者においては、従来の監督職員による現場確認が施工

管理データの数値チェック等で代替可能となるほか、検査職員による出来形・品質管理の規

格値等の確認についても数値の自動チェックが今後可能となるなどの効果が期待される。 

今後、現場のニーズや本技術の目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が期待され、

その場合、本要領についても開発された機能・仕様に合わせて改訂を行うこととしている。 

なお、本要領は、施工者が行う施工管理に関する要領と併せて作成しており、施工管理に

ついては、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の最新版を参照していただき

たい。  
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第１章 目 的 

 本要領は、ＩＣＴ構造物工（橋梁架設・床版）において、地上型レーザースキャナ

ー（以下、ＴＬＳ）、ＴＳ等光波方式を用いて計測した３次元座標値から出来形管理

項目（全長、支間長、通り、支間、基準高、幅）の計測値を算出する方法について、

出来形管理に係わる監督・検査業務に必要な事項を定め、監督・検査業務の適切な実

施や更なる効率化に資することを目的とする。 

 

第２章 活用のメリット 

 各３次元計測機器を活用することによるメリットは、工事測量や出来形計測、数量

算出など施工段階での計測作業の効率化や安全性向上を中心としたメリットとなる。 

今回、３次元計測技術の機能を踏まえた「出来形計測の監督・検査要領（構造物工

（橋梁架設・床版）編）（案）」策定による発注者における主なメリットは、以下のと

おりである。 

 

2-1 工事目的物の品質確保 

1）３次元計測技術を利用することで、安全で効率的に出来形の監督・検査が可能 

・詳細（監督職員対応）については、「5－5 出来形･出来ばえ管理状況の把握」を参

照。 

 

2-2 業務の効率化 

1）実地検査における計測作業を効率化 

・詳細については、「6－2 出来形計測に係わる実地検査」を参照。 

2）写真管理基準の効率化が可能 

・詳細については、「7－2 品質管理及び出来形管理写真基準」を参照。 

 

第３章 要領の対象範囲 

    本要領の対象範囲は、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式を用いた構造物工における出来形管 

理を対象とする。 

 

第４章 用語の説明 

    用語の説明については「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」を参照。 

 

第５章 監督職員の実施項目 

    本要領を適用したＴＬＳ、ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督職員の実施

項目は、以下の項目とする。 
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図－１ 監督職員の実施項目 

 

＜本施工前及び工事施工中＞ 

5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認 

受注者から提出された施工計画書の記載内容及び添付資料をもとに、下記の事項

について確認を行う。 

1）適用工種の確認 

本要領では、ＩＣＴ構造物工（橋梁架設・床版）において、３次元計測技術を用い

て出来形管理を実施するものである。監督職員と協議の上、実施してよい。適用工種

の例として表－１に示す。 

  

受注者の３次元計測技術に
よる出来形管理作業フロー

監督職員の実施項目

施工計画書

準備工

３次元設計データ入力

（施 工）

出来形計測

出来形帳票作成等

①施工計画書の受理・記載事項の確認

②基準点の指示

④工事基準点等の設置状況の把握

⑤３次元設計データチェックシートの確認

⑦出来形管理状況の把握

・（工事測量）

・工事基準点設置

・（設計照査）

（工事測量による補正）

・適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準・規格値・出来形管理写真基準等

・使用機器・ソフトウェアについて施工計画書の記載を確認

・基準点の指示

・工事基準点の測量成果及び設置状況の把握
・３次元計測技術を用いた出来形管理に必要な標定点の測量状況及び設置状況把握

・３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、３次元設計データ
チェックシートにより確認

・出来形管理図表の確認

（通常工事の監督業務）

⑥精度確認試験結果（検証点精度）・出来ばえ評価資料（モデル・
ビューアもしくは資料）の把握

③設計図書の３次元化の指示
・３次元設計データに基づいた設計照査や出来形管理、数量算出結果を受け取るた
めに、設計図書を３次元化することを受注者に指示
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表－１ 適用工種（例） 

編 章 節 工種 
対象とする 

出来形測定項目 

対象外の 

出来形測定項目 

土
木
工
事
共
通
編 

一
般
施
工
編 

橋梁架設工 

架設工(鋼橋) 
(クレーン架設) 

(ケーブルエレクション架設) 
(架設桁架設) 
(送出し架設) 

(トラベラークレーン架設) 

全長・支間長・ 
通り 

主桁・主構の中心距
離そり・主桁の橋端
における出入差・主
桁・主構の鉛直度・
現場継手部のすき間 

架設工(コンクリート橋) 
(クレーン架設) 
(架設桁架設) 
架設工支保工 

(固定) 
(移動) 

架設桁架設 
(片持架設) 
(押出し架設) 

全長・支間 桁の中心距離・そり 

床版工 床版 基準高・幅 

厚さ・鉄筋のかぶり・
鉄筋の有効高さ・鉄
筋間隔 

（「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」の工種区分より） 

 

2）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準等の確認 

「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた出来形計測

箇所が記載されていることを確認する。 

 

3）使用機器・ソフトウェアの確認 

出来形管理に使用する３次元計測技術本体及びソフトウェアについては、下記の

項目及び方法で確認する。 

 

①３次元計測技術本体 

本要領では以下の出来形管理要領（案）で定める所定の性能を有する３次元計測

技術を利用することができる。また、利用する３次元計測技術は「３次元計測技術

を用いた出来形管理要領（案）」で定める「計測性能及び精度管理」を満足する機

器であること。 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＬＳ  
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表－２ 計測性能及び精度管理 

計測 測定精度 計測密度 

出来形計測 
（多点計測技術） 

・ＴＬＳ 

・TS 等光波方式※ 

【鉛直方向・平面方向】 
規格値 50mm の場合：±16mm 以内 

30mm の場合：±10mm 以内 
20mm の場合：± 7mm 以内 
10mm の場合：± 3mm 以内 

1 点以上/0.0025 ㎡（0.05m×0.05m ﾒｯｼｭ） 

※ＴＳ等光波方式を利用する場合は、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）参考

資料第１編 土工編 参考資料－６ 国土地理院で規定がないＴＳ等光波方式の事前精度

確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に示す方法に基づき上記の測定精度を満足する

ことをする 

 

②使用するソフトウェア 

３次元計測技術を用いた出来形管理は、従来の断面における全長、支間長、通り、

支間、基準高、幅などの寸法値において３次元計測技術を用いて計測した３次元座

標の点間距離から算出する手法である。出来形座標確認ソフトウェアについて、

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に必要となるソフトウェアであ

ることを確認する。 

また、出来ばえとしての評価が可能な分布図を出力する機能を有している出来

ばえ評価用ソフトウェアについても出来形座標確認ソフトウェアと同様に確認を

行うこと。 

上記以外に、３次元座標から長さを求めるソフトウェア及び出来形管理帳票を

作成するソフトウェアについては規定しないため記載不要とする。 

 

３次元設計データソフトウェア 

施工計画書に使用するソフトウェア(ソ

フトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン)を確認 

点群処理ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェア 

出来高算出ソフトウェア 

出来ばえ評価ソフトウェア 

 

5-2 基準点の指示 

監督職員は、工事に使用する基準点を受注者に指示する。基準点は、４級基準点及

び３級水準点（山間部では４級水準点を用いてもよい）、もしくはこれと同等以上の

ものは国土地理院が管理していなくても基準点として扱う。 

なお、当該項目において、関連施工にて実施している場合は、関連施工での実施を

もって代替することができる。 
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5-3 工事基準点等の設置状況の把握 

監督職員は、受注者から工事基準点に関する測量成果を受理した段階で、工事基準

点が、指示した基準点をもとにして設置したものであること、また、精度管理が適正

に行われていることを把握する。 

標定点を利用する場合は、指示した基準点あるいは工事基準点をもとにして設置

したものであることを把握する。 

 

5-4 精度確認試験結果の把握 

監督職員は、受注者が実施する３次元計測技術の計測性能あるいは精度管理に関

する資料を受理した段階で、出来形管理に必要な測定精度を満たす結果であること

を把握する。 

精度確認試験結果報告書の様式については「３次元計測技術を用いた出来形管理

要領（案）参考資料第１編 土工編」を参照。 

 

5-5 出来形・出来ばえ管理状況の把握 

監督職員は、受注者の実施した出来形管理結果（出来形管理図表及びビューアー付

き３次元データ）及び出来ばえ評価資料（各面毎の算出結果及び分布図がわかるモデ

ル・ビューアもしくは各面毎に分割した資料）を用いて出来形・出来ばえ管理状況を

把握する。
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第６章 検査職員の実施項目 

    本要領を適用した出来形管理箇所における出来形検査の実施項目は、当面の間、下

記に示すとおりである。 

 

＜工事検査時＞ 

6-1 出来形計測に係わる書面検査 

1）３次元計測技術を用いた出来形管理に係わる施工計画書の記載内容 

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施工計画

書の受理・記載事項の確認結果」を工事打合せ簿で確認する。 

（施工計画書に記載すべき具体的な事項については、本要領「5-1 施工計画書の

受理・記載事項の確認」項目を参照） 

2）３次元計測技術を用いた出来形管理に係わる工事基準点等の測量結果等 

出来形管理に利用する工事基準点や標定点について、受注者から測量結果が提出

されていることを、工事打合せ簿で確認する。 

なお、当該項目において、関連施工にて実施している場合は、関連施工での実施を

もって代替することができる。 

3）利用する３次元計測技術の計測性能および精度管理に係わる報告書の確認 

３次元計測技術が適正な測定精度を満たしていることを、各技術が該当する施工

管理要領（案）に規定する報告書が提出されていることを工事打合せ簿で確認する。 

4）出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認 

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに

規格値を満足しているか否かを確認する。 

また、出来形座標確認ソフトウェアを用いて出来形として計測した座標が出来形

管理すべき断面上にあることを確認する。 

5）品質管理及び出来形管理写真の確認 

「7-2 品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確認

する。 
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6）電子成果品の確認 

出来形管理や数量算出の結果等の工事書類が、「工事完成図書の電子納品等要領」

で定める「ICON」フォルダに格納されていることを確認する。ただし、同じ電子デー

タが BIM/CIM の電子成果品として納品することが求められている場合は、重複して

納品する必要はなく、受発注者が協議していずれか一方の納品を行えばよい。 

電子成果品 

・BIM/CIM データ※1 
（※1発注図書に含まれる場合） 
・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） 
・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）及びビューアー付き３次元データ） 
・出来ばえ評価資料（モデルもしくはビューアーファイルまたは各面毎に分割し
た資料） 

・３次元計測技術による出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイント
ファイル） 

・３次元計測技術による計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ
イル） 

・工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル） 

6-2 出来形計測に係わる実地検査 

検査職員は、３次元計測技術を用いて、現地で自らが指定した項目（全長、支間長、

通り、支間、基準高、幅）を構成する端部の座標計測を行い、２点の座標間の距離を

算出することによって設計値と計測値の差が規格値内であるかを検査する。また、多

点計測技術を用いる場合、計測点群を利用して各項目を管理することで実地検査を

代替できる。座標間の距離の算出手法は以下のとおりとする。 

 

①計測点群を利用して各項目を管理する場合 

多点計測技術で取得した出来形の計測点群を利用して全長、支間長、通り、支間、

基準高、幅の管理をする場合は、計測点群上で計測する断面あるいは測線の座標を

任意に選点し、下記の算出方法に沿って出来形値を求める。 

 

②構造物工における多点計測技術を用いた場合の基準高の算出方法 

計測すべき基準高の計測位置を計測点群データから選定する。この時、出来形管

理すべき箇所を示す平面位置座標と同位置にある実在点より選点する。 

出来形管理すべき平面位置の設計基準高と選定した出来形座標の高さの値から

出来形を評価する。 

 

③構造物工における多点計測技術を用いた場合の水平距離の算出方法（全長、支間長、

通り、支間、幅） 

例えば、計測すべき橋軸方向の中央・両端部及び寸法表示箇所の端部を構成する

２箇所を選定し、寸法表示箇所に対する水平距離として算出する。また、端部を構

成する２箇所は、端部を構成する面上から選点し、補助線等を用いて計測しても良

い。 
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④構造物工における多点計測技術を用いた場合の鉛直方向の差分の算出方法（全長、支

間長、通り、支間、幅） 

計測すべき橋軸方向の中央・両端部及び寸法表示箇所の端部を構成する２箇所

を計測し、寸法表示箇所に対する鉛直方向の差分を算出する。 

 

⑤構造物工における多点計測技術を用いた場合の支間長及び中心線の変位を算出する

方法 

計測すべき橋軸方向の中央・両端部及び寸法表示箇所を構成する端部の２箇所

を計測し、計測した３次元座標間の水平距離を用いる。中心線の変位については、

構造物設計中心点座標と点群上の構造物中心座標の斜距離を用いる。 

また、標高補正・球面補正等補正が必要な場合については、支間長においては管

理対象外とする。 
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第７章 管理基準及び規格値等 

7-1 出来形管理基準及び規格値 

出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」に定めら

れたものとし、測定値はすべて規格値を満足しなくてはならない。 

 

7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 

本要領に関する工事写真の撮影は、「写真管理基準（案）」に定められたものとする。

ただし、各計測箇所を点群上で記録し、ビューアーで確認ができる場合は、出来形計

測状況を１工事１枚撮影することとする。 

なお、撮影の留意点としては、以下の項目がある。 

①出来形管理状況の写真は、３次元計測技術の設置状況が分かるものとする。 

②被写体として写しこむ小黒板については、工事名・工種等・出来形計測点（測点・

箇所）を記述し、設計寸法・実測寸法・略図については省略してよい。 

③各計測箇所を示すビューアーがない場合は、各計測箇所が計測すべき断面上や測

線上にあることを示す資料（補助線や補助面と計測点の位置関係がわかる画面キ

ャプチャなどでもよい）を提出すること。 

④従来管理による計測箇所および項目は、従来どおり写真管理を行う。 

 

図－２ 写真撮影例 
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参 考 資 料【監検】 
 

 

 

参考資料【監検】－１ ３次元設計データチェックシート 
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参考資料【監検】－１ ３次元設計データチェックシート 

（様式） 

 

令和○○年○○月○○日 

工 事 名：           

受 注 者 名：           

作 成 者：         印 

 

 

３次元設計データチェックシート 

項目 対象 内容 
チェック 

結果 

 １）基準点及び 
工事基準点 

全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

２）３次元設計 
データ 

全点 
・入力した設計座標値と出力する３次元設計データは同

一となっているか？ 
 

 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 該当項目のデータ入力が無い場合は、チェック結果欄に“－”と記すこと。 

 

 


